
特定免許状失効者管理システムの活用状況等に関する調査の結果を公表しました

ので、別添のとおりその結果について周知いたします。引き続きデータベースの活

用徹底に向け、必要な取組を実施していただくようお願いいたします。   
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「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」に基

づくデータベースの活用状況等調査の結果を踏まえたデータベー

スの活用徹底について 

 

 

 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第57号。

以下「法」という。）に基づき文部科学省において整備した特定免許状失効者等に関す

る情報に係るデータベース（以下「データベース」という。）については、「教育職員

等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部の施行について（通知）」（令

和５年３月 24 日付け４文科教第 1806 号）にて通知しているとおり、令和５年４月１

日から稼働しており、教育職員等を任命又は雇用する者（以下「任命権者等」という。）

が、教育職員等を任命又は雇用しようとするときに活用が義務付けられているところ

です。 

 しかしながら、未だデータベースのユーザー登録手続きを行っていない任命権者等

や、ユーザー登録は行ったものの適切に活用できていない任命権者等がいるなど、法

が遵守されていない事例が見られたことを踏まえ、全国の任命権者等に対し、データ

ベースへの登録状況や活用状況等についての調査を行いましたので、この度、別添の

とおりその結果について周知いたします。 

 本調査により、引き続き多くの任命権者等がデータベースを適切に活用できていな

かったという事実が明らかになりました。法律で義務付けられた手続きであるにも関

わらず、約７割の任命権者等が適切に実行できていなかったという事実が確認された
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ことは極めて遺憾であり、強い危機感を抱いております。今後の教育職員等の採用に

おいては、全ての任命権者等が法律に則りデータベースを活用するよう、早急に是正

を図る必要があります。 

本調査結果も踏まえ、今後、データベースの活用状況等に係るフォローアップを実

施した上で、教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶するという法の基本理念に則

り、法で定められた義務を履行できていない任命権者等が分かるような形で公表する

などの対策も検討しております。また、更なるデータベースの活用徹底に向け、ユー

ザー登録・活用に当たっての手順等を説明する動画や、簡略化したマニュアル等を作

成し、周知する予定ですので、これらも活用し、引き続き任命権者等のデータベース

の活用徹底に向け、必要な取組を実施していただくようお願いいたします。 

 各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会（指定都市教育委

員会を除く。）に対して、各都道府県認定こども園主管課及び各都道府県私立学校主

管課におかれては、域内の市区町村（指定都市・中核市を含む。）及び所轄の学校法人

等（学校法人以外の私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園の設置者を含み、文部科

学大臣所轄の学校法人を除く。）に対して、各指定都市・中核市認定こども園主管課に

おかれては、所轄の幼保連携型認定こども園の設置者に対して、構造改革特別区域法

第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、

所轄の学校設置会社に対して、周知をお願いします。 

本通知は関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載しておりますので、各

関係者は、これまでの関係資料も含めて再度確認の上、教育職員等による児童生徒性

暴力等を根絶するという法の基本理念を十分に理解し、児童生徒等を教育職員等によ

る性暴力等の犠牲者とさせないという断固たる決意の下、法及び基本指針に基づく取

組を、一丸となって実効的に講じていただきますようお願いします。 

 

○「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」に基づくデータベ 

―スの活用状況等調査結果 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_00001.html 

 

○別添資料 

 教員性暴力等防止法に基づくデータベース活用状況等調査の結果について（概要） 

 特定免許状失効者管理システム活用に当たってのチェックリスト 

 特定免許状失効者管理システム_業務マニュアル_v2.0 

 特定免許状失効者管理システム_操作マニュアル_管理責任者向け_v2.0 

特定免許状失効者管理システム_操作マニュアル_採用権者向け_v5.1 

特定免許状失効者管理システム_利用許諾申請書（様式１） 
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